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第１表 

令和７年度事業計画 
 

Ⅰ 事業方針 

我が国経済は、内閣府の月例経済報告（令和７年２月）によると、国内景気の基調判断について「景気

は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している。」とされ、先行きについては「、雇用・所得環

境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、欧米にお

ける高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響など、海外景気の下振れが我

が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、通商政策などアメリカの政策動向、中東

地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。」とされています。 

国・地方の財政事情は依然として厳しく、歳出削減等を進めて財政健全化を図ることが喫緊の課題とな

っている中で、当事業団も今後において効率的で効果的な経営が求められております。 

本年度においても、事業団の理念及び基本方針を踏まえ、多様化また複雑化する利用者のニーズに的確

に対応できるよう創意工夫して、利用者が心身ともに健やかに育成され、自立した日常生活を営むことが

できるよう支援に努めてまいります。また、事業のＰＲ、定員の充足等にも十分配慮し、５期目２年度の

指定管理者として円滑な管理運営とともに、更なる組織の強化に取り組んでまいります。 

 

 

理念 

地域の社会福祉の中核たる自覚と責任の下、あらゆる人たちが心身ともに健やかで、住み慣れた地域

で自分らしく生きることができるよう、常に笑顔と思いやりをもって利用者に寄り添いながら、安心と

信頼に応える福祉サービスを提供します。 

 

 

基本方針 

１．一人ひとりの人権を尊重し、個人の可能性や主体性に配慮した利用者本位の福祉サービスの提供に

努めます。 

２．利用者の信頼を大切にし、事業団として永年培った経験と実績に基づく専門的で質の高いサービス

の提供に努めます。 

３．地域の関係団体及び機関等と連携を図りながら、地域と協働でだれもが暮らしやすい地域社会の創

造と親しまれる施設づくりに努めます。 

４．法令を遵守し、適切かつ効率的な事業運営に努めるとともに、市と緊密な連携を図り、地域の社会

福祉における先導的な役割を果たします。 

５．利用者本位の最適なサービスの提供を目指し、絶えず職員個々の能力や技術の向上に取り組みま

す。 
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Ⅱ 主要事業 

１ 法人運営（事務局関係） 

（１）事務事業の統括管理 

 （２）年２回の定例会を開催、また必要に応じ臨時会を開催 

 （３）職員配置等の見直しによる組織体制の確立 

２ 指定管理事業等 

Ａ 身体障害者福祉センター 

  （１）身体障害者福祉センターの指定管理 

  （２）若草地域活動支援センターの指定管理 

Ｂ 児童館関係 

（１）中央児童センターの指定管理 

（２）新玉児童館の指定管理 

（３）味生児童館(建物管理を含む)の指定管理 

（４）久米児童館(建物管理を含む)の指定管理 

（５）久枝児童館の指定管理 

（６）畑寺児童館の指定管理 

（７）南部児童センター(建物管理を含む)の指定管理 

（８）北条児童センター(建物管理を含む)の指定管理 

Ｃ 久枝障害者生活介護事業所関係 

（１）久枝障害者生活介護事業所(建物管理を含む)の指定管理 

（２）久枝障害者生活介護事業所日中一時支援事業の指定管理 

Ｄ 若草就労継続支援事業所 

（１）若草就労継続支援事業所(Ｂ型)の指定管理(身体障害者福祉センターで実施) 

Ｅ 畑寺就労継続支援事業所 

（１）畑寺就労継続支援事業所(Ｂ型)の指定管理 

Ｆ ひまわり園関係 

（１）児童発達支援センターひまわり園の指定管理 

（２）保育所等訪問支援事業の指定管理 

（３）障害児等療育支援事業の指定管理 

Ｇ 親子通園・くれよん 

（１）児童発達支援事業「親子通園・くれよん」の指定管理(身体障害者福祉センターで実施) 

Ｈ 畑寺児童発達支援事業所 

（１）畑寺児童発達支援事業所の指定管理 

Ｉ ひだまりクラブ 

（１）児童発達支援事業「ひだまりクラブ」の指定管理(ひまわり園で実施) 

Ｊ ハーモニープラザ関係 

（１）ハーモニープラザの指定管理 

Ｋ 畑寺福祉センター関係 

（１）畑寺福祉センターの指定管理 

Ｌ こどもの相談室 ふらっと 関係 

（１）障がい児相談窓口運営事業の指定管理 

（２）特定相談支援事業の指定管理 

（３）障害児相談支援事業の指定管理 
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Ⅲ 指定管理事業等の計画内容 

 

Ａ 身体障害者福祉センター関係 

 

１ 身体障害者福祉センター管理運営事業 

 （１）目的 

障がいのある方に対し、日常生活支援、社会適応支援及び創作、軽作業等の事業を行うことに

より、障がい者の福祉の増進を図る。 

 （２）方針 

     身体障害者福祉センターの管理運営に関する事業を推進する。 

 

２ 若草地域活動支援センター事業 

（１）目的 

     身体に障がいのある方が通所により自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図る

ことができるよう自立支援、社会適応支援、創作的活動等の各種サービスを供与することにより、

自立と社会参加を促進し、身体障がい者の福祉の増進を図る。 

（２）内容 

     身体に障がいのある方の自立と社会参加を促進するため次の事業を実施する。 

（３）対象サービス 

   ①自立支援 

講 座 名 曜  日 時  間 定 員 回 数 

ヨ ガ 第 1･3月曜日 10:00～12:00 10 16 

健 康 体 操 毎週木曜日 13:30～15:30 15 32 

   ②社会適応支援 

講 座 名 曜  日 時  間 定 員 回 数 

パソコン（基礎） 毎週火曜日 13:30～15:30 10 32 

パソコン（応用） 毎週水曜日 13:30～15:30 10 32 

スマホ（前期） 第 2･4金曜日 10:00～12:00 10 8 

スマホ（後期） 第 2･4金曜日 10:00～12:00 10 8 

③創作的活動 

講 座 名 曜  日 時  間 定 員 回 数 

ペ ン 習 字 第 1･3月曜日 13:30～15:30 10 16 

歌 の 教 室 第 2･4月曜日 13:30～15:30 15 16 

絵 手 紙 毎週火曜日 10:00～12:00 10 32 

書 道 毎週水曜日 10:00～12:00 12 32 

俳 句 第 1･3金曜日 10:00～12:00 10 16 

（４）送迎サービス 

    ・２台の福祉車両による利用者の送迎 

（５）対象者 

・松山市に在住する在宅の身体障がい者 

（６）利用費用 

・原材料の実費 
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Ｂ 児童館関係 

 

１ 目的 

   児童館は、児童の権利に関する条約に掲げられた精神及び児童福祉法の理念にのっとり、子どもの

心身の健やかな成長、発達及びその自立が図られることを地域社会の中で具現化する児童福祉施設と

して、地域の人々とともに、年齢や発達の程度に応じて、子どもの意見を尊重し、その最善の利益が

優先して考慮されるよう子どもの育成に努めなければならない。このことから、児童館は 18 歳未満

のすべての子どもを対象とし、地域における遊び及び生活の援助と子育て支援を行い、子どもの心身

を育成し情操をゆたかにすることを目的とする。 

 

２ 方針 

次代を担う子どもたちの健全育成に資するため、児童館は地域の児童健全育成の拠点施設として、 

次の機能と役割を有した児童館運営を行う。 

 

①遊び及び生活を通した子どもの発達の増進 

子どもは、遊びや友達、児童厚生員との関わりなどを通じて、自主性、社会性、創造性などを育

んでいくことから、一人ひとりの子どもの発達特性を理解し、遊び及び生活の場での継続的な関

わりを通して適切な支援をし、発達の増進に努める。 

②子どもの安定した日常の生活の支援 

子どもの遊びの拠点と居場所となることを通して、その活動の様子から、必要に応じて家庭や地

域の子育て環境の調整を図ることによって、子どもの安定した日常の生活を支援する。 

③子どもと子育て家庭が抱える可能性のある課題の発生予防・早期発見と対応 

子どもと子育て家庭が抱える可能性のある課題の発生を予防し、かつ早期発見に努め、専門機関

と連携して適切に対応する。 

④子育て家庭への支援 

子育て家庭に対する相談・援助を行い、子育て交流の場を提供し、地域における子育て家庭を支

援する。また、乳幼児を対象とした活動を実施し、参加者同士で交流できる場を設け、子育て交

流を促進する。 

⑤子どもの育ちに関する組織や人とのネットワークの推進 

地域の子どもの健全育成に資するボランティア団体や活動と連携し、地域で子育てを支え合う環

境づくりに協力することで、地域組織活動の育成を支援し、子どもの育ちに関する組織や人との

ネットワークの中心となり、地域の子どもを健全に育成する拠点としての役割を担う。 

 

 

３ 「中央児童センター」の運営計画 

児童館が有する機能を充実・発展させるよう努めるものとし、積極的な事業展開を行う。また、多

様なニーズに応えるため、来館児童の層の拡大（乳幼児から中高生への対応）、エリアの拡大を図る。 

①児童館開放事業 

管理上支障のない限り、施設内を自由に利用できるよう配慮するとともに、子どもが安全に安

心して過ごせる居場所を提供する。なお、子どもの視点に立ち、子どもの声を聴きながら居場

所づくりに取り組む。 

・おもちゃ、卓球等貸出 

②地域における子育て支援拠点事業 

児童館が地域子育て支援機関として、また切れ目のない地域の子育て支援の拠点として、保護

者との交流や必要な情報提供を行うとともに、市内の児童関連施設に対する情報提供や技術指

導、相互交流に取り組むほか、地域活動組織（みらいクラブ、子ども会等）や地域との連携を図

る。 

・親子体操  ・親子クラブ ・親子ふれあいタイム  ・子育て支援講座 

③児童健全育成活動事業 

  子どもの関心や興味を引き付ける工夫に努めるとともに、安全性には十分配慮して下記の活動
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事業に取り組む。 

○体力増進活動事業 

遊びを通してこどもの体力増進活動を実施 

・体力増進クラブ 

○視聴覚活動事業 

音楽や本、パソコンなどにふれる機会を提供 

・図書コーナー  ・館内音楽  ・パソコンコーナー   

○創作・文化的活動事業 

  工作など文化的な体験の機会の提供 

・クラフトコーナー 

○集団・体験活動事業 

  季節毎の自然体験や伝統行事、スポーツ・文化活動などを集団で実施する機会を提供 

・集団あそびや仲間づくり活動  ・季節に応じた伝統行事や文化行事 

・地域散策などの自然体験活動 

○地域活動支援事業 

地域の団体等と連携してイベントを行い、交流や活動支援を実施 

・遊びのリーダー講習会  ・地域との交流イベント 

○ジュニアボランティア育成事業 

ボランティア意識の高揚を図るため、活動に参加する機会を提供 

・ボランティアクラブ 

○中・高校生利用推進事業 

  中高生の利用促進のため、居場所の提供や中高生主体のイベント等を実施 

・居場所の提供  ・中高生活動への支援 

  ○障害児等交流事業 

   障害児及びその家族が交流する、または障害の有無に関わらず一緒に遊ぶ機会を提供 

  ・講習会や交流会の実施 

・障害の有無に関わらず一緒にできる遊びプログラム 

○巡回児童館事業 

地域に出向いた遊びの指導やプログラムなどの実施 

・移動児童館 

○合同事業 

各館の連携を図るイベントを実施 

・合同イベント（松山まつり、第２９回あそぼうフェスタ） 

・離島児童交流事業 

・他団体の主催行事への合同参加 

④その他の事業 

  施設の有効利用や利用促進のために必要と認める事業を自ら企画し、積極的に実施する。この

場合、児童の健全育成のための事業に支障のない限り、児童以外の者を対象にした事業も実施

できる。 

・ランドセル来館  ・児童館ウェルカムパーティー  ・あそびの屋台 

・子ども参画プロジェクト  ・図書貸出  ・親子フェス 

 

主な年間行事 ※○各館イベント、◎合同・協力イベント 

実施時期 イ ベ ン ト 

 ４月 
○子育て支援講座 

○さんさんタイム 

○あそびの屋台 

○中高生タイム 
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 ５月 
○子育て支援講座 

○あそんじゃ王 

○あそびの屋台 

○中高生タイム 

 ６月 

○子育て支援講座 

○つくっちゃ王 

○地域交流活動 

○あそびの屋台 

○中高生タイム 

◎第２９回あそぼうフェスタ 

 ７月 

○子育て支援講座 

○親子フェス 

○あそんじゃ王 

○わくわくタイム 

○あそびの屋台 

○中高生タイム 

 ８月 

○子育て支援講座 

○つくっちゃ王 

○あそびの屋台 

○中高生タイム 

◎松山まつり 

◎ＷＡＩＷＡＩキャンプ in中島 

 ９月 

○子育て支援講座 

○あそんじゃ王 

○つくっちゃ王 

○あそびの屋台 

○中高生タイム 

 

１０月 

○子育て支援講座 

○さんさんタイム 

○地域交流活動 

○わくわくタイム 

○あそびの屋台 

○中高生タイム 

１１月 
○子育て支援講座 

○あそんじゃ王 

○あそびの屋台 

○中高生タイム 

１２月 

○子育て支援講座 

○わくわくタイム 

○つくっちゃ王 

○地域交流活動 

○あそびの屋台 

○中高生タイム 

○児童館ウェルカムパーティー 

 

 １月 

○子育て支援講座 

○あそんじゃ王 

○さんさんタイム 

○あそびの屋台 

○中高生タイム 

 

 ２月 

○子育て支援講座 

○つくっちゃ王 

○わくわくタイム 

○あそびの屋台 

○中高生タイム 

 

 ３月 

○子育て支援講座 

○あそんじゃ王 

○わくわくタイム 

○親子フェス 

○あそびの屋台 

○中高生タイム 

○地域交流活動 

 

 

 

 

 

４ 「新玉児童館」の運営計画 

  児童館が有する機能を充実・発展させるよう努めるものとし、積極的な事業展開を行う。また、多

様なニーズに応えるため、来館児童の層の拡大（乳幼児から中高生への対応）、エリアの拡大を図る。 

①児童館開放事業 

管理上支障のない限り、施設内を自由に利用できるよう配慮するとともに、子どもが安全に安

心して過ごせる居場所を提供する。なお、子どもの視点に立ち、子どもの声を聴きながら居場

所づくりに取り組む。 



 - 8 - 

・おもちゃ、卓球等貸出 

②地域における子育て支援拠点事業 

児童館が地域子育て支援機関として、また切れ目のない地域の子育て支援の拠点として、保護

者との交流や必要な情報提供を行うとともに、市内の児童関連施設に対する情報提供や技術指

導、相互交流に取り組むほか、地域活動組織（みらいクラブ、子ども会等）や地域との連携を図

る。 

・親子体操  ・親子クラブ ・親子ふれあいタイム  ・子育て支援講座 

③児童健全育成活動事業 

  子どもの関心や興味を引き付ける工夫に努めるとともに、安全性には十分配慮して下記の活動

事業に取り組む。 

○体力増進活動事業 

遊びを通してこどもの体力増進活動を実施 

・体力増進クラブ 

○視聴覚活動事業 

音楽や本、パソコンなどにふれる機会を提供 

・図書コーナー  ・館内音楽  ・パソコンコーナー   

○創作・文化的活動事業 

  工作など文化的な体験の機会の提供 

・クラフトコーナー 

○集団・体験活動事業 

  季節毎の自然体験や伝統行事、スポーツ・文化活動などを集団で実施する機会を提供 

・集団あそびや仲間づくり活動  ・季節に応じた伝統行事や文化行事 

・地域散策などの自然体験活動 

○地域活動支援事業 

地域の団体等と連携してイベントを行い、交流や活動支援を実施 

・遊びのリーダー講習会  ・地域との交流イベント 

○ジュニアボランティア育成事業 

ボランティア意識の高揚を図るため、活動に参加する機会を提供 

・ボランティアクラブ 

○中・高校生利用推進事業 

  中高生の利用促進のため、居場所の提供や中高生主体のイベント等を実施 

・居場所の提供  ・中高生活動への支援 

  ○障害児等交流事業 

   障害児及びその家族が交流する、または障害の有無に関わらず一緒に遊ぶ機会を提供 

  ・講習会や交流会の実施 

・障害の有無に関わらず一緒にできる遊びプログラム 

○巡回児童館事業 

地域に出向いた遊びの指導やプログラムなどの実施 

・移動児童館 

○合同事業 

各館の連携を図るイベントを実施 

・合同イベント（松山まつり、第２９回あそぼうフェスタ） 

・離島児童交流事業 

・他団体の主催行事への合同参加 

④その他の事業 

  施設の有効利用や利用促進のために必要と認める事業を自ら企画し、積極的に実施する。この

場合、児童の健全育成のための事業に支障のない限り、児童以外の者を対象にした事業も実施

できる。 

・ランドセル来館  ・児童館ウェルカムパーティー  ・ゆずりゆずってメッセージ 

・子ども参画プロジェクト  ・図書貸出  ・スタンプカード（来館者名簿印字サービス） 
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主な年間行事 ※○各館イベント、◎合同・協力イベント 

実施時期 イ ベ ン ト 

 ４月 

○子育て支援講座 

○べビママデー 

〇おたんじょうび会 

○あらたまキッズランド 

 ５月 

○子育て支援講座 

○べビママデー 

〇おたんじょうび会 

○こども喫茶 

〇ネイチャーあらたま 

 ６月 

○子育て支援講座 

○べビママデー 

〇おたんじょうび会 

〇こども喫茶 

◎第２９回あそぼうフェスタ 

 ７月 

○子育て支援講座 

○べビママデー 

〇おたんじょうび会 

○わくわくタイム 

○防災デイキャンプ 

 ８月 

○子育て支援講座 

○べビママデー 

〇おたんじょうび会 

○あらたまフェスティバル 

〇こども喫茶 

◎松山まつり 

◎ＷＡＩＷＡＩキャンプ in中島 

 ９月 

○子育て支援講座 

○べビママデー 

〇おたんじょうび会 

○児童館ウェルカムパーティー 

○あらたまキッチン 

１０月 

○子育て支援講座 

○べビママデー 

〇おたんじょうび会 

○ハロウィン 

〇子ども喫茶 

１１月 

○子育て支援講座 

○べビママデー 

〇おたんじょうび会 

○あらたまキッチン 

〇ネイチャーあらたま 

１２月 

○子育て支援講座 

○べビママデー 

〇おたんじょうび会 

○クリスマス会（乳児対象） 

○クリスマス会（幼児対象） 

○こども喫茶 

 １月 

○子育て支援講座 

○べビママデー 

〇おたんじょうび会 

○わくわくタイム 

 ２月 

○子育て支援講座 

○べビママデー 

〇おたんじょうび会 

○コムズフェスティバル 

○節分 

〇こども喫茶 

 ３月 

○子育て支援講座 

○べビママデー 

〇おたんじょうび会 

○あらたまキッズランド 

○ネイチャーあらたま 

 

 

 

 

５ 「味生児童館」の運営計画 
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  児童館が有する機能を充実・発展させるよう努めるものとし、積極的な事業展開を行う。また、多

様なニーズに応えるため、来館児童の層の拡大（乳幼児から中高生への対応）、エリアの拡大を図る。 

①児童館開放事業 

管理上支障のない限り、施設内を自由に利用できるよう配慮するとともに、子どもが安全に安

心して過ごせる居場所を提供する。なお、子どもの視点に立ち、子どもの声を聴きながら居場

所づくりに取り組む。 

・おもちゃ、卓球等貸出 

②地域における子育て支援拠点事業 

児童館が地域子育て支援機関として、また切れ目のない地域の子育て支援の拠点として、保護

者との交流や必要な情報提供を行うとともに、市内の児童関連施設に対する情報提供や技術指

導、相互交流に取り組むほか、地域活動組織（みらいクラブ、子ども会等）や地域との連携を図

る。 

・親子体操  ・親子クラブ ・親子ふれあいタイム  ・子育て支援講座 

③児童健全育成活動事業 

  子どもの関心や興味を引き付ける工夫に努めるとともに、安全性には十分配慮して下記の活動

事業に取り組む。 

○体力増進活動事業 

遊びを通してこどもの体力増進活動を実施 

・体力増進クラブ 

○視聴覚活動事業 

音楽や本、パソコンなどにふれる機会を提供 

・図書コーナー  ・館内音楽  ・パソコンコーナー   

○創作・文化的活動事業 

  工作など文化的な体験の機会の提供 

・クラフトコーナー 

○集団・体験活動事業 

  季節毎の自然体験や伝統行事、スポーツ・文化活動などを集団で実施する機会を提供 

・集団あそびや仲間づくり活動  ・季節に応じた伝統行事や文化行事 

・地域散策などの自然体験活動 

○地域活動支援事業 

地域の団体等と連携してイベントを行い、交流や活動支援を実施 

・遊びのリーダー講習会  ・地域との交流イベント 

○ジュニアボランティア育成事業 

ボランティア意識の高揚を図るため、活動に参加する機会を提供 

・ボランティアクラブ 

○中・高校生利用推進事業 

  中高生の利用促進のため、居場所の提供や中高生主体のイベント等を実施 

・居場所の提供  ・中高生活動への支援 

  ○障害児等交流事業 

   障害児及びその家族が交流する、または障害の有無に関わらず一緒に遊ぶ機会を提供 

  ・講習会や交流会の実施 

・障害の有無に関わらず一緒にできる遊びプログラム 

○巡回児童館事業 

地域に出向いた遊びの指導やプログラムなどの実施 

・移動児童館 

○合同事業 

各館の連携を図るイベントを実施 

・合同イベント（松山まつり、第２９回あそぼうフェスタ） 

・離島児童交流事業 

・他団体の主催行事への合同参加 
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④その他の事業 

  施設の有効利用や利用促進のために必要と認める事業を自ら企画し、積極的に実施する。この

場合、児童の健全育成のための事業に支障のない限り、児童以外の者を対象にした事業も実施

できる。 

・ランドセル来館  ・児童館ウェルカムパーティー  ・子ども参画プロジェクト  

 ・図書貸出   

 

 

主な年間行事 ※○各館イベント、◎合同・協力イベント 

実施時期 イ ベ ン ト 

 ４月 
○子育て支援講座 

○みぶじ de ハピバ 
○みぶじ deネイチャー 

 ５月 
○子育て支援講座 

○みぶじ de ハピバ 
○みぶじ deシーズン 

 ６月 
○子育て支援講座 

○みぶじ de ハピバ 

〇ウェルカムパーティー 

◎第 29回あそぼうフェスタ 

 ７月 
○子育て支援講座 

○みぶじ de ハピバ 

○みぶじ deコミュニティー 

○みぶじ deシーズン 

 ８月 
○子育て支援講座 

○みぶじ de ハピバ 

○わくわくタイム 

◎松山まつり 

◎ＷＡＩＷＡＩキャンプ in中島 

 ９月 
○子育て支援講座 

○みぶじ de ハピバ 
○みぶじ deシーズン 

１０月 
○子育て支援講座 

○みぶじ de ハピバ 
○みぶじ deシーズン 

１１月 
○子育て支援講座 

○みぶじ de ハピバ 
○みぶじキッズタイム 

１２月 
○子育て支援講座 

○みぶじ de ハピバ 
○みぶじ deシーズン 

 １月 
○子育て支援講座 

○みぶじ de ハピバ 
○みぶじ deシーズン 

 ２月 
○子育て支援講座 

○みぶじ de ハピバ 
 

 ３月 
○子育て支援講座 

○みぶじ de ハピバ 
〇みぶじキッズタイム 

 

 

 

 

６ 「久米児童館」の運営計画 

  児童館が有する機能を充実・発展させるよう努めるものとし、積極的な事業展開を行う。また、多

様なニーズに応えるため、来館児童の層の拡大（乳幼児から中高生への対応）、エリアの拡大を図る。 

①児童館開放事業 

管理上支障のない限り、施設内を自由に利用できるよう配慮するとともに、子どもが安全に安
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心して過ごせる居場所を提供する。なお、子どもの視点に立ち、子どもの声を聴きながら居場

所づくりに取り組む。 

・おもちゃ、卓球等貸出 

②地域における子育て支援拠点事業 

児童館が地域子育て支援機関として、また切れ目のない地域の子育て支援の拠点として、保護

者との交流や必要な情報提供を行うとともに、市内の児童関連施設に対する情報提供や技術指

導、相互交流に取り組むほか、地域活動組織（みらいクラブ、子ども会等）や地域との連携を図

る。 

・親子体操  ・親子クラブ ・親子ふれあいタイム  ・子育て支援講座 

③児童健全育成活動事業 

  子どもの関心や興味を引き付ける工夫に努めるとともに、安全性には十分配慮して下記の活動

事業に取り組む。 

○体力増進活動事業 

遊びを通してこどもの体力増進活動を実施 

・体力増進クラブ 

○視聴覚活動事業 

音楽や本、パソコンなどにふれる機会を提供 

・図書コーナー  ・館内音楽  ・パソコンコーナー   

○創作・文化的活動事業 

  工作など文化的な体験の機会の提供 

・クラフトコーナー 

○集団・体験活動事業 

  季節毎の自然体験や伝統行事、スポーツ・文化活動などを集団で実施する機会を提供 

・集団あそびや仲間づくり活動  ・季節に応じた伝統行事や文化行事 

・地域散策などの自然体験活動 

○地域活動支援事業 

地域の団体等と連携してイベントを行い、交流や活動支援を実施 

・遊びのリーダー講習会  ・地域との交流イベント 

○ジュニアボランティア育成事業 

ボランティア意識の高揚を図るため、活動に参加する機会を提供 

・ボランティアクラブ 

○中・高校生利用推進事業 

  中高生の利用促進のため、居場所の提供や中高生主体のイベント等を実施 

・居場所の提供  ・中高生活動への支援 

  ○障害児等交流事業 

   障害児及びその家族が交流する、または障害の有無に関わらず一緒に遊ぶ機会を提供 

  ・講習会や交流会の実施 

・障害の有無に関わらず一緒にできる遊びプログラム 

○巡回児童館事業 

地域に出向いた遊びの指導やプログラムなどの実施 

・移動児童館 

○合同事業 

各館の連携を図るイベントを実施 

・合同イベント（松山まつり、第２９回あそぼうフェスタ） 

・離島児童交流事業 

・他団体の主催行事への合同参加 

④その他の事業 

  施設の有効利用や利用促進のために必要と認める事業を自ら企画し、積極的に実施する。この

場合、児童の健全育成のための事業に支障のない限り、児童以外の者を対象にした事業も実施

できる。 
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・ランドセル来館  ・児童館ウェルカムパーティー   

・子ども参画プロジェクト  ・図書貸出   

 

主な年間行事 ※○各館イベント、◎合同・協力イベント 

実施時期 イ ベ ン ト 

 ４月 

○子育て支援講座 

〇親子クラブ 

〇体力増進クラブ 

 

 ５月 

○子育て支援講座 

〇親子クラブ 

〇体力増進クラブ 

○ジュニアボランティアクラブ 

 ６月 

○子育て支援講座 

〇親子クラブ 

〇体力増進クラブ 

○くめわくタイム（集団・体験活動） 

○ジュニアボランティアクラブ 

◎第２９回あそぼうフェスタ 

 ７月 

○子育て支援講座 

〇親子クラブ 

〇体力増進クラブ 

○くめわくタイム（集団・体験活動） 

○ハローズ活動 

 ８月 

○子育て支援講座 

〇親子クラブ 

〇体力増進クラブ 

○くめわくタイム（集団・体験活動） 

○くめフェス 

○ジュニアボランティアクラブ 

◎松山まつり 

◎ＷＡＩＷＡＩキャンプ in中島 

 ９月 

○子育て支援講座 

〇親子クラブ 

〇体力増進クラブ 

○子育て応援 day 

１０月 

○子育て支援講座 

〇親子クラブ 

〇体力増進クラブ 

○くめわくタイム（集団・体験活動） 

１１月 

○子育て支援講座 

〇親子クラブ 

〇体力増進クラブ 

○ジュニアボランティアクラブ 

○ウェルカムパーティー 

１２月 

○子育て支援講座 

〇親子クラブ 

〇体力増進クラブ 

○くめわくタイム（集団・体験活動） 

 １月 

○子育て支援講座 

〇親子クラブ 

〇体力増進クラブ 

○くめわくタイム（集団・体験活動） 

○ジュニアボランティアクラブ 

 ２月 

○子育て支援講座 

〇親子クラブ 

〇体力増進クラブ 

 

 ３月 

○子育て支援講座 

〇親子クラブ 

〇体力増進クラブ 

○ジュニアボランティアクラブ 

 

 

 

 

７ 「久枝児童館」の運営計画 

  児童館が有する機能を充実・発展させるよう努めるものとし、積極的な事業展開を行う。また、多

様なニーズに応えるため、来館児童の層の拡大（乳幼児から中高生への対応）、エリアの拡大を図る。 
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（１）内容 

①児童館開放事業 

管理上支障のない限り、施設内を自由に利用できるよう配慮するとともに、子どもが安全に安

心して過ごせる居場所を提供する。なお、子どもの視点に立ち、子どもの声を聴きながら居場

所づくりに取り組む。 

・おもちゃ、卓球等貸出 

②地域における子育て支援拠点事業 

児童館が地域子育て支援機関として、また切れ目のない地域の子育て支援の拠点として、保護

者との交流や必要な情報提供を行うとともに、市内の児童関連施設に対する情報提供や技術指

導、相互交流に取り組むほか、地域活動組織（みらいクラブ、子ども会等）や地域との連携を図

る。 

・親子体操  ・親子クラブ（ぴよぴよクラブ+） ・親子ふれあいタイム 

・子育て支援講座  ・おはなしかい   ・ベビママ★フレンズデー♪ 

・みんなでバースデー 

③児童健全育成活動事業 

子どもの関心や興味を引き付ける工夫に努めるとともに、安全には十分配慮して下記の活動事

業に取り組む。 

 

○体力増進活動事業 

遊びを通してこどもの体力増進活動を実施（クラブ活動等／年１２回） 

・体力増進クラブ（スポ隊クラブ） 

○視聴覚活動事業 

音楽や本、パソコンなどにふれる機会を提供（常設） 

・図書コーナー  ・館内音楽  ・パソコンコーナー 

○創作・文化的活動事業 

工作など文化的な体験の機会の提供（常設） 

・クラフトコーナー 

○集団・体験活動事業 

季節毎の自然体験や伝統行事、スポーツ・文化活動などを集団で実施する機会を提供（定期

／年４回） 

・集団あそびや仲間づくり活動（ドッジボール・積み木遊び） 

・季節に応じた伝統行事や文化行事（七夕・ハロウィンパーティー・クリスマス・節分など） 

・地域散策などの自然体験活動（ひさえだファーム・木とあそぼう DAY） 

○地域活動支援事業 

地域の団体等と連携してイベントを行い、交流や活動支援を実施（不定期） 

・遊びのリーダー研修会 

・地域との交流イベント 

・なかよしふれあいセンターまつり ・ひさえだプラスチック工作部 

・書道パフォーマンス ・虎舞を見よう！ ・レトロ商店  

・みどり小 PTAバザー出店 

○ジュニアボランティア育成事業 

ボランティア意識の高揚を図るため、活動に参加する機会を提供（クラブ活動等／年６回） 

・ボランティアクラブ（Pallete） 

○中・高校生利用推進事業 

中高生の利用促進のため、居場所の提供や中高生主体のイベント等を実施 

・居場所の提供  ・中高生活動への支援 

○障害児等交流事業 

障害児及びその家族が交流する、または障害の有無に関わらず一緒に遊ぶ機会を提供 

・講習会や交流会の実施 

・障害の有無に関わらず一緒にできる遊びプログラム 
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○巡回児童館事業 

地域に出向いた遊びの指導やプログラムなどの実施 

・移動児童館 

○合同事業 

各館の連携を図るイベントを実施 

・合同イベント（松山まつり、第２９回あそぼうフェスタ） 

・離島児童交流事業 

・他団体の主催行事への合同参加 

④その他の事業 

施設の有効利用や利用促進のために必要と認める事業を自ら企画し、積極的に実施する。この

場合、児童の健全育成のための事業に支障のない限り、児童以外の者を対象にした事業も実施

できる。 

・ランドセル来館  ・児童館ウェルカムパーティー 

・子ども参画プロジェクト  ・すこやか赤ちゃん応援フェスタ 

・エクスチェンジハンガー 

 

主な年間行事 ※○各館イベント、◎合同・協力イベント 

 

実施時期 イ ベ ン ト 

 ４月 

○子育て支援講座 

○ベビママ★フレンズデー 

○みんなでバースデー 

○おはなしかい 

○木工ワークショップ 

 ５月 

○子育て支援講座 

○ベビママ★フレンズデー 

○みんなでバースデー 

○おはなしかい 

○ひさえだファーム 

○ドッジボール 

◯子ども参画プロジェクト 

 ６月 

○子育て支援講座 

○ベビママ★フレンズデー♪ 

○みんなでバースデー 

◎第２9回あそぼうフェスタ 

○おはなしかい 

○木とあそぼうＤＡＹ 

○木工ワークショップ 

 

 ７月 

○子育て支援講座 

○ベビママ★フレンズデー♪ 

○おはなしかい 

○七夕 

○久枝なかよしふれあいセンターまつり 

○みんなでバースデー 

 ８月 

○子育て支援講座 

○みんなでバースデー 

○おはなしかい 

◯まつやまこどもの日イベント 

〇ひさえだプラスチック工作部 

◎松山まつり 

◎ＷＡＩＷＡＩキャンプ in中島 

 ９月 

○子育て支援講座 

○ベビママ★フレンズデー♪ 

○みんなでバースデー 

○おはなしかい 

○木工ワークショップ 

◯子ども参画プロジェクト 

１０月 

○子育て支援講座 

○ベビママ★フレンズデー♪ 

○みんなでバースデー 

○おはなしかい 

○ハロウィンパーティ 

◯児童館ウェルカムパーティー 

１１月 

○子育て支援講座 

○ベビママ★フレンズデー♪ 

○みんなでバースデー 

○おはなしかい 

○ドッジボール 

◯すこやか赤ちゃん応援フェスタ 



 - 16 - 

１２月 

○子育て支援講座 

○ベビママ★フレンズデー♪ 

○みんなでバースデー 

○クリスマスコンサート 

○木工ワークショップ 

 

 １月 

○子育て支援講座 

○ベビママ★フレンズデー♪ 

○みんなでバースデー 

○おはなしかい 

○書道パフォーマンス・書き初め 

○虎舞をみよう！ 

〇ひさえだプラスチック工作部 

 ２月 

○子育て支援講座 

○ベビママ★フレンズデー♪ 

○みんなでバースデー 

○節分 

○ボードゲームであそぼう 

○おはなしかい 

 ３月 

○子育て支援講座 

○ベビママ★フレンズデー♪ 

○みんなでバースデー 

〇ひさえだレトロ商店 

◯子ども参画プロジェクト 

 

 

 

 

８ 「畑寺児童館」の運営計画 

  児童館が有する機能を充実・発展させるよう努めるものとし、積極的な事業展開を行う。また、多

様なニーズに応えるため、来館児童の層の拡大（乳幼児から中高生への対応）、エリアの拡大を図る。 

①児童館開放事業 

管理上支障のない限り、施設内を自由に利用できるよう配慮するとともに、子どもが安全に安

心して過ごせる居場所を提供する。なお、子どもの視点に立ち、子どもの声を聴きながら居場

所づくりに取り組む。 

・おもちゃ、卓球等貸出   

②地域における子育て支援拠点事業 

児童館が地域子育て支援機関として、また切れ目のない地域の子育て支援の拠点として、保護

者との交流や必要な情報提供を行うとともに、市内の児童関連施設に対する情報提供や技術指

導、相互交流に取り組むほか、地域活動組織（みらいクラブ、子ども会等）や地域との連携を図

る。 

・親子体操  ・親子クラブ ・親子ふれあいタイム  ・子育て支援講座 

③児童健全育成活動事業 

  子どもの関心や興味を引き付ける工夫に努めるとともに、安全性には十分配慮して下記の活動

事業に取り組む。 

○体力増進活動事業 

遊びを通してこどもの体力増進活動を実施 

・体力増進クラブ 

○視聴覚活動事業 

音楽や本、パソコンなどにふれる機会を提供 

・図書コーナー  ・館内音楽  ・パソコンコーナー   

○創作・文化的活動事業 

  工作など文化的な体験の機会の提供 

・クラフトコーナー   

○集団・体験活動事業 

  季節毎の自然体験や伝統行事、スポーツ・文化活動などを集団で実施する機会を提供 

・集団あそびや仲間づくり活動  ・季節に応じた伝統行事や文化行事 

・地域散策などの自然体験活動 

○地域活動支援事業 

地域の団体等と連携してイベントを行い、交流や活動支援を実施 
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・遊びのリーダー講習会  ・地域との交流イベント 

○ジュニアボランティア育成事業 

ボランティア意識の高揚を図るため、活動に参加する機会を提供 

・ボランティアクラブ 

○中・高校生利用推進事業 

  中高生の利用促進のため、居場所の提供や中高生主体のイベント等を実施 

・居場所の提供  ・中高生活動への支援 

  ○障害児等交流事業 

   障害児及びその家族が交流する、または障害の有無に関わらず一緒に遊ぶ機会を提供 

  ・講習会や交流会の実施 

・障害の有無に関わらず一緒にできる遊びプログラム 

○巡回児童館事業 

地域に出向いた遊びの指導やプログラムなどの実施 

・移動児童館 

○合同事業 

各館の連携を図るイベントを実施 

・合同イベント（松山まつり、第２９回あそぼうフェスタ） 

・離島児童交流事業 

・他団体の主催行事への合同参加 

④その他の事業 

  施設の有効利用や利用促進のために必要と認める事業を自ら企画し、積極的に実施する。この

場合、児童の健全育成のための事業に支障のない限り、児童以外の者を対象にした事業も実施

できる。 

・ランドセル来館  ・児童館ウェルカムパーティー ・子ども参画プロジェクト   

・図書貸出  ・来館者名簿印字サービス  ・ゆずりゆずってメッセージ 

 

主な年間行事 ※○各館イベント、◎合同・協力イベント 

実施時期 イ ベ ン ト 

 ４月 ○子育て支援講座  

 ５月 

○子育て支援講座 

○元気ッズタイム（集団・体験活動） 

○ちびっこ運動会（集団・体験活動） 

○こども会議（子ども参画プロジェクト） 

○畑寺地区運動会（地域活動支援事業） 

 ６月 

○子育て支援講座 

○桑原地区まちづくり協議会イベント 

（地域活動支援事業） 

◎第２９回あそぼうフェスタ 

 ７月 
○子育て支援講座 

○元気ッズタイム（集団・体験活動） 

○でら小屋（集団・体験活動） 

○こども会議（子ども参画プロジェクト） 

○おもちゃ病院（地域活動支援事業） 

 ８月 
○子育て支援講座 

○水遊び（集団・体験活動） 

○畑寺地区夕涼み会（地域活動支援事業） 

◎松山まつり 

◎ＷＡＩＷＡＩキャンプ in中島 

 ９月 

○子育て支援講座 

○おとまり会（集団・体験活動） 

○元気ッズタイム（集団・体験活動） 

○こども会議（子ども参画プロジェクト） 

○すこやか赤ちゃん応援フェスタ 
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１０月 
○子育て支援講座 

○ウェルカムパーティー 
 

１１月 
○子育て支援講座 

○元気ッズタイム（集団・体験活動） 

○こども会議（子ども参画プロジェクト） 

○でらじ工房（創作・文化的活動） 

１２月 
○子育て支援講座 

○クリスマス会（集団・体験活動） 

○でら小屋（集団・体験活動） 

○でらじ工房（創作・文化的活動） 

 １月 
○子育て支援講座 

○元気ッズタイム（集団・体験活動） 
○こども会議（子ども参画プロジェクト） 

 ２月 ○子育て支援講座 ○でらじ工房（創作・文化的活動） 

 ３月 
○子育て支援講座 

○元気ッズタイム（集団・体験活動） 

○おもちゃ病院（地域活動支援事業） 

○こども会議（子ども参画プロジェクト） 

 

 

 

 

９ 「南部児童センター」の運営計画 

  児童館が有する機能を充実・発展させるよう努めるものとし、積極的な事業展開を行う。また、多

様なニーズに応えるため、来館児童の層の拡大（乳幼児から中高生への対応）、エリアの拡大を図る。 

①児童館開放事業 

管理上支障のない限り、施設内を自由に利用できるよう配慮するとともに、子どもが安全に安

心して過ごせる居場所を提供する。なお、子どもの視点に立ち、子どもの声を聴きながら居場

所づくりに取り組む。 

・おもちゃ、卓球等貸出 

②地域における子育て支援拠点事業 

児童館が地域子育て支援機関として、また切れ目のない地域の子育て支援の拠点として、保護

者との交流や必要な情報提供を行うとともに、市内の児童関連施設に対する情報提供や技術指

導、相互交流に取り組むほか、地域活動組織（みらいクラブ、子ども会等）や地域との連携を図

る。 

・親子体操  ・親子クラブ ・親子ふれあいタイム  ・子育て支援講座 

③児童健全育成活動事業 

  子どもの関心や興味を引き付ける工夫に努めるとともに、安全性には十分配慮して下記の活動

事業に取り組む。 

○体力増進活動事業 

遊びを通してこどもの体力増進活動を実施 

・体力増進クラブ 

○視聴覚活動事業 

音楽や本、パソコンなどにふれる機会を提供 

・図書コーナー  ・館内音楽  ・パソコンコーナー   

○創作・文化的活動事業 

  工作など文化的な体験の機会の提供 

・クラフトコーナー 
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○集団・体験活動事業 

  季節毎の自然体験や伝統行事、スポーツ・文化活動などを集団で実施する機会を提供 

・集団あそびや仲間づくり活動  ・季節に応じた伝統行事や文化行事 

・地域散策などの自然体験活動 

○地域活動支援事業 

地域の団体等と連携してイベントを行い、交流や活動支援を実施 

・遊びのリーダー講習会  ・地域との交流イベント 

○ジュニアボランティア育成事業 

ボランティア意識の高揚を図るため、活動に参加する機会を提供 

・ボランティアクラブ 

○中・高校生利用推進事業 

  中高生の利用促進のため、居場所の提供や中高生主体のイベント等を実施 

・居場所の提供  ・中高生活動への支援 

  ○障害児等交流事業 

   障害児及びその家族が交流する、または障害の有無に関わらず一緒に遊ぶ機会を提供 

  ・講習会や交流会の実施 

・障害の有無に関わらず一緒にできる遊びプログラム 

○巡回児童館事業 

地域に出向いた遊びの指導やプログラムなどの実施 

・移動児童館 

○合同事業 

各館の連携を図るイベントを実施 

・合同イベント（松山まつり、第２９回あそぼうフェスタ） 

・離島児童交流事業 

・他団体の主催行事への合同参加 

 

④その他の事業 

  施設の有効利用や利用促進のために必要と認める事業を自ら企画し、積極的に実施する。この

場合、児童の健全育成のための事業に支障のない限り、児童以外の者を対象にした事業も実施

できる。 

・ランドセル来館  ・児童館ウェルカムパーティー  ・バースデイ 

・子ども参画プロジェクト  ・図書貸出  ・ゆずりゆずってメッセージ 

 

主な年間行事 ※○各館イベント、◎合同・協力イベント 

実施時期 イ ベ ン ト 

 ４月 

○子育て支援講座 

○バースデイ 

○中高生タイム 

○あそぶ～タイム① 

 

 ５月 

○子育て支援講座 

○バースデイ 

○中高生タイム 

○なんぶ農園 

 

 ６月 

○子育て支援講座 

○バースデイ 

○中高生タイム 

○あそぶ～タイム② 

◎第２９回あそぼうフェスタ 

 

 ７月 

○子育て支援講座 

○バースデイ 

○中高生タイム 

○児童館ウェルカムパーティー 

 

 ８月 
○子育て支援講座 

○バースデイ 

○あそぶ～タイム③ 

○勉強会 
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○中高生タイム 

 

◎松山まつり 

◎ＷＡＩＷＡＩキャンプ in中島 

 ９月 

○子育て支援講座 

○バースデイ 

○中高生タイム 

○防災体験 

 

１０月 

○子育て支援講座 

○バースデイ 

○中高生タイム 

○あそぶ～タイム④ 

○天体観測 

１１月 

○子育て支援講座 

○バースデイ 

○中高生タイム 

○なんぶ農園 

○トコとんタイム 

 

１２月 

○子育て支援講座 

○バースデイ 

○中高生タイム 

○あそぶ～タイム⑤ 

 

 １月 

○子育て支援講座 

○バースデイ 

○中高生タイム 

○昔あそび 

 

 ２月 

○子育て支援講座 

○バースデイ 

○中高生タイム 

○あそぶ～タイム⑥ 

 

 ３月 

○子育て支援講座 

○バースデイ 

○中高生タイム 

 

 

 

 

 

１０ 「北条児童センター」の運営計画 

  児童館が有する機能を充実・発展させるよう努めるものとし、積極的な事業展開を行う。また、多

様なニーズに応えるため、来館児童の層の拡大（乳幼児から中高生への対応）、エリアの拡大を図る。 

①児童館開放事業 

管理上支障のない限り、施設内を自由に利用できるよう配慮するとともに、子どもが安全に安

心して過ごせる居場所を提供する。なお、子どもの視点に立ち、子どもの声を聴きながら居場

所づくりに取り組む。 

・おもちゃ、卓球等貸出 

②地域における子育て支援拠点事業 

児童館が地域子育て支援機関として、また切れ目のない地域の子育て支援の拠点として、保護

者との交流や必要な情報提供を行うとともに、市内の児童関連施設に対する情報提供や技術指

導、相互交流に取り組むほか、地域活動組織（みらいクラブ、子ども会等）や地域との連携を図

る。 

・親子体操  ・親子クラブ ・親子ふれあいタイム  ・子育て支援講座 

③児童健全育成活動事業 

  子どもの関心や興味を引き付ける工夫に努めるとともに、安全性には十分配慮して下記の活動

事業に取り組む。 

○体力増進活動事業 

遊びを通してこどもの体力増進活動を実施 

・体力増進クラブ 

○視聴覚活動事業 

音楽や本、パソコンなどにふれる機会を提供 
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・図書コーナー  ・館内音楽  ・パソコンコーナー 

○創作・文化的活動事業 

  工作など文化的な体験の機会の提供 

・クラフトコーナー 

○集団・体験活動事業 

  季節毎の自然体験や伝統行事、スポーツ・文化活動などを集団で実施する機会を提供 

・集団あそびや仲間づくり活動  ・季節に応じた伝統行事や文化行事 

・地域散策などの自然体験活動 

○地域活動支援事業 

地域の団体等と連携してイベントを行い、交流や活動支援を実施 

・遊びのリーダー講習会  ・地域との交流イベント 

○ジュニアボランティア育成事業 

ボランティア意識の高揚を図るため、活動に参加する機会を提供 

・ボランティアクラブ 

○中・高校生利用推進事業 

  中高生の利用促進のため、居場所の提供や中高生主体のイベント等を実施 

・居場所の提供  ・中高生活動への支援 

  ○障害児等交流事業 

   障害児及びその家族が交流する、または障害の有無に関わらず一緒に遊ぶ機会を提供 

  ・講習会や交流会の実施 

・障害の有無に関わらず一緒にできる遊びプログラム 

○巡回児童館事業 

地域に出向いた遊びの指導やプログラムなどの実施 

・移動児童館 

○合同事業 

各館の連携を図るイベントを実施 

・合同イベント（松山まつり、第２９回あそぼうフェスタ） 

・離島児童交流事業 

・他団体の主催行事への合同参加 

④その他の事業 

  施設の有効利用や利用促進のために必要と認める事業を自ら企画し、積極的に実施する。この

場合、児童の健全育成のための事業に支障のない限り、児童以外の者を対象にした事業も実施

できる。 

・ランドセル来館  ・児童館ウェルカムパーティー  ・こども参画プロジェクト 

・図書貸出  ・Ｂｏｏｋ⇔Ｔｒａｄｅ  ・来館者名簿印字サービス 

・長期休業学童拠点サポート事業『Best'ie（ベスティ）』 

 

主な年間行事 ※○各館イベント、◎合同・協力イベント 

実施時期 イ ベ ン ト 

 ４月 

○子育て支援講座 

○@Teen's-TIME（中・高校生世代の居場所） 

○Best'ie（ベスティ） 

○ARTime（アート）（創作・文化的活動）

○巡回児童館 

 ５月 

○子育て支援講座 

○親子クラブ活動 

○@Teen's-TIME 

○こども参画プロジェクト 

○体力増進クラブ 

 ６月 

○子育て支援講座 

○親子クラブ活動 

○@Teen's-TIME 

○児童館ウェルカムパーティー 

○体力増進クラブ 

◎第２９回あそぼうフェスタ 
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 ７月 

○子育て支援講座 

○@Teen's-TIME 

○Best'ie 

○あそび WE→EKS（集団・体験活動） 

○巡回児童館 

 ８月 

○子育て支援講座 

○@Teen's-TIME 

○Best'ie 

○LAN（地域活動支援活動） 

◎松山まつり 

◎ＷＡＩＷＡＩキャンプ in中島 

 ９月 

○子育て支援講座 

○親子クラブ活動 

○@Teen's-TIME 

○ARTime 

○体力増進クラブ 

１０月 

○子育て支援講座 

○親子クラブ活動 

○@Teen's-TIME 

○すこやか赤ちゃん応援フェスタ 

○体力増進クラブ 

○巡回児童館 

１１月 

○子育て支援講座 

○親子クラブ活動 

○@Teen's-TIME 

○あそび WE→EKS 

○体力増進クラブ 

１２月 

○子育て支援講座 

○@Teen's-TIME 

○Best'ie 

○こども参画プロジェクト 

○ARTime 

 １月 

○子育て支援講座 

○@Teen's-TIME 

○Best'ie 

○巡回児童館 

○あそび WE→EKS 

○体力増進クラブ 

 ２月 

○子育て支援講座 

○親子クラブ活動 

○@Teen's-TIME 

○LAN 

○体力増進クラブ 

 ３月 

○子育て支援講座 

○@Teen's-TIME 

○Best'ie 

○巡回児童館 

○ARTime 
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Ｃ 久枝障害者生活介護事業所関係 

 

１ 久枝障害者生活介護事業所 

（１）目的 

     利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者又はその介護

を行う者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事の介護、

創作的活動の機会の提供、日常生活上の相談支援等を適切に提供する。 

（２）重点目標 

①食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の支援を行う。 

   ②創作的活動の支援を行う。 

   ③生活介護事業として利用者一人ひとりの障がいの状態を把握して身体機能・生活能力の維持・向

上を図り自立を目指すよう支援する。 

   ④相互信頼を深め、生活の幅を広げるため意思の伝達方法の拡充定着に努める。 

   ⑤送迎車両による送迎サービスの適正、円滑化を図る。 

   ⑥多様な障がいへの配慮とともに加齢化、高齢化に伴う諸問題への対応に努める。 

   ⑦多様な災害に備え利用者の障がいの状態に応じたきめ細かな防災対策に努める。 

（３）内容 

   ①入浴サービス 

介護者の負担軽減、健康管理、清潔感の保持 

   ②食事提供サービス 

     キザミ食やペースト食、流動食等、個々の食形態に応じた適切な食事提供及び介助 

   ③活動 

    ・創作活動（絵手紙、アート、クッキング、習字等） 

・レクリエーション 

   ④相談 

     利用者からの生活面や健康の相談 

   ⑤日常生活上の支援 

    ・医療的ケア（保健師・看護師による痰の吸引等） 

    ・機能訓練（理学療法士による機能回復訓練） 

・身体介助（排せつ、着替え、移動等の介助） 

   ⑥健康チェック（体温、血圧、脈拍、酸素飽和度測定） 

   ⑦送迎サービス 

     送迎車両 3台で送迎 

（４）対象者 

   松山圏域に在住する障害福祉サービス受給者(主たる対象者：身体障がい者) 

（５）定員 

     １日２０名 

（６）利用費用 

   ①利用者負担金  原則１割の定率負担金 

   ②その他     食費及び原材料の実費 

（７）実施日 

    月曜日から金曜日 ９：００～１６：３０ 

    ※国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律 178号）に規定する日及び 12月 29日から 1月 3日ま

でを除く。 
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（８）日課表 

9：00 

～ 

来所（送迎） 

健康チェック、排せつ、服薬管理、 

水分補給、入浴 

連絡事項の確認 

11：30 

～ 

昼食（食事介助・支援）口腔ケア 

服薬支援 

排せつ 

13：30 

~ 

午後の活動 

健康活動、創作活動、外出、スポー

ツ・レクリエーション等 

機能訓練（身体状況に応じて） 

入浴、排せつ、連絡帳記入、水分補給 

10：30 

~ 

朝の会（利用者確認） 

活動の説明、紹介、連絡事項、時

事・季節の話題等 

午前の活動 

健康活動、創作活動、スポーツ、

レクリエーション等 

機能訓練（身体状況に応じて） 

入浴、排せつ 

14：15 

～ 

終わりの会 

連絡事項、次来所時の活動説明及

び紹介、身近な話題等 

帰宅準備 

14：30 

～ 

16：30 

帰宅（送迎） 

（９）主な年間行事 

 

   ※外出活動（2ヵ月に 1回程度） 

   ※散髪活動（    〃    ） 

 

 

 

２ 久枝障害者生活介護事業所 日中一時支援事業 

（１）目的 

     障がい児を春休み、夏休み及び冬休み期間中に活動する場として一時的に預かり、その親の就

労支援と障がい児を日常的にケアしている家族の一時的な休息を目的とする。 

（２）内容 

   ①健康チェック 

   ②医療的ケアの実施（保健師・看護師による痰の吸引等） 

   ③基本的生活習慣（食事、排せつ、コミュニケーション等） 

   ④入浴サービス 

   ⑤食事提供サービス 

（３）対象者（原則） 

  ①障がい児 

（４）定員 

     １日３人 

（５）利用費用 

   ①利用者負担金  原則１割の定率負担金 

月 行  事 

４ お花見 

７ 七夕・夏まつり 

１０ スポーツ大会 

１２ クリスマス会 

２ 節分豆まき会 

３ ひなまつり 
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   ②その他     食費及び原材料の実費 

（６）実施場所 

  松山市久枝障害者生活介護事業所 

（７）実施日 

    月曜日から金曜日 ９：００～１６：３０ （春休み、夏休み及び冬休み期間中） 

    ※国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律 178号）に規定する日及び 12月 29日から 1月 3日ま

でを除く。 

 

  



 - 26 - 

Ｄ 若草就労継続支援事業所 

 

１ 若草就労継続支援事業所事業 

（１）目的 

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう就労の機会、生産活動及びその他の活動等の機会を提供し、その知識及び能

力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。 

（２）内容 

①訓練及び支援の実施 

②生産活動の機会の提供 施設内作業 

施設外作業及び施設外就労 

③工賃の支払い 

④職場実習の実施 

⑤求職活動の支援の実施 

⑥職場定着のための支援の実施 

⑦家庭訪問支援の実施  

⑧年間行事の実施 

⑨他機関との連携及びケア会議の実施 

（３）利用費用 

①利用者負担金   原則１割の応能負担 

②その他      原材料及び行事等の実費 

（４）サービス提供実施日時  

     月曜日から金曜日 ９：００～１５：３０  

※国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する日、及び 12月 29日から 1月

3日を除く。 

 

（５）対象者   松山圏域に在住する就労継続支援（Ｂ型）の支給決定を受けた者 

（主たる対象者 知的障がい者） 

（６）利用定員  ２０名 

（７）日課表 

時  間 内      容 

９：００ 開 所 （健康チェック、着替え、準備 等） 

 ９：１５ ラジオ体操 

９：２５ 朝 の 会 

 作   業 

１２：００ 昼食 準備 （手洗い等）  

昼   食   歯みがき  休  憩 

１３：００ 作   業 

１４：５０ 後 片 付 け、掃   除 

１５：００ 帰 宅 準 備、連絡ノート記入 

１５：２５ 終わりの会 

１５：３０ 帰   宅 
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（８）主な年間行事 

実施時期 行   事 

４月 お花見散歩・保護者説明会 

５月 社会体験（とべ動物園見学） 

６月 
健康診断 

県警音楽隊プロムナードコンサート鑑賞 

７月 ショッピング（Ａ班） 

８月 ショッピング（Ｂ班） 

９月 ボウリング大会 

１０月 県警音楽隊プロムナードコンサート鑑賞 

１１月 社会体験（道後散策） 

１２月 
障がい者アート展鑑賞 

忘年会・大掃除 

1月 新年の集い 

２月 調理実習 

３月 お花見散歩 

 

（９）定例 

月間行事 

軽 運 動 概ね月 1回 

調 理 実 習 概ね３か月に 1回 

身 体 計 測 月 1回 

避 難 訓 練 ２か月に１回 

個人懇談会（モニタリング） 概ね６か月に１回 
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Ｅ 畑寺就労継続支援事業所 

 

１ 畑寺就労継続支援事業所事業 

（１）目的 

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう就労の機会、生産活動及びその他の活動等の機会を提供し、その知識及び能

力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うことを目的とする。 

（２）内容 

①訓練及び支援の実施 

②生産活動の機会の提供 施設内作業 

施設外作業及び施設外就労 

③工賃の支払い 

④職場実習の実施 

⑤求職活動の支援の実施 

⑥職場定着のための支援の実施 

⑦家庭訪問支援の実施 

⑧年間行事の実施 

⑨他機関との連携及びケア会議の実施 

⑩利用者のマイクロバス等による送迎 

（３）利用費用 

①利用者負担金   原則１割の応能負担 

②その他      原材料及び行事等の実費 

 （４）サービス提供実施日時  

      月曜日から金曜日 ９：３０～１５：３０ 

※国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する日、及び 12月 29日から 1

月 3日を除く。 

 （５）対象者    松山圏域に在住する就労継続支援（Ｂ型）の支給決定を受けた者 

（主たる対象者：知的障がい者） 

 （６）利用定員  ２０名 

（７）日課表  
時  間 内     容 

 ８：３０～ 

９：３０ 

 

 

 ９：５０ 

 

１２：００ 

 

 

 

１３：００ 

 

１５：００ 

 

 １５：３０～ 

送  迎 

開  所 （着替え、準備 等） 

ラジオ体操 

  朝 の 会 

  作  業 

昼食準備 （配膳・手洗い等） 

昼  食  歯みがき  休憩 

  作  業 

  掃除、帰宅準備 

  終わりの会 

  送  迎 
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（８）主な年間行事  
実施時期 行   事 

 ４月 みきゃんパーク 

 ５月 カラオケ 

 ６月 健康診断、プラネタリウム 

 ７月 調理実習 

 ８月 畑寺サマーフェスティバル 

 ９月 ショッピング 

１０月 ラウンドワン 

１１月 マイントピア別子 

１２月 歯科検診、クリスマス会、忘年会 

 １月 新年会、ボウリング 

 ２月 七折梅観賞・調理実習 

 ３月   えひめこどもの城 

（９）定例  

月間行事 

軽運動又はレクリエーション 随       時 

調理実習 概ね６ヶ月に１回 

身体計測 月 １ 回 

避難訓練 ２ ヶ 月 に １ 回 

個人懇談会（モニタリング） 概ね６ヶ月に１回 

お誕生会 月 １ 回 
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Ｆ ひまわり園関係 

 

１ 児童発達支援センターひまわり園 

 （１）目的 

    児童福祉法の規定に基づき、通所を通して、発達の遅れや障がいのある子どもたち(障がいの気づ

きの段階を含む)が、健やかに育ち、将来豊かな生活を送ることができるよう、一人ひとりの特性を

踏まえた発達支援を行う。また、家庭内や地域での子育てがより一層円滑になるよう、保護者への

子育て支援を行う。子どもや家族を取り巻く関係機関等と協力し、発達支援と子育て支援の実現に

向けての支援を行う。 

 （２）方針 

・医療的ケア児や医療的ニーズの高い子どもを受け入れ、育ちの環境を整える。 

・子どもの発達やニーズに応じた「発達支援」、育ちや暮らしを安定させることを基本においた「家

族支援」、地域での健やかな育ちを考えた「地域支援」を提供する。 

・一人ひとりの発達状況や解決すべき課題等を踏まえ、段階を踏んだ具体的な目標と支援方法等を

載せた「個別の支援計画」を作成し、保護者や関係機関との情報共有や移行支援が円滑に行われ

るよう取り組む。 

・保健や医療、福祉、保育、教育等の関係機関と連携を図り、切れ目のない支援を提供するととも

に、地域支援機能の充実を図る。 

 （３）内容 

  ①個別・集団保育 

②療法職による個別援助 

③子育てに関する相談 

④保護者勉強会 

  ⑤交流保育 

  ⑥診察、健康管理（医療的ケア） 

  ⑦給食 

  ⑧バス送迎 

  ⑨預かり保育 

  ⑩移行支援（就学、就園） 

  ⑪退園児フォロー 

  ⑫地域支援及び関係機関との連携 

（４）対象者 

    松山圏域に在住する児童発達支援に係る通所給付決定を受けた未就学の子どもとその保護者 

（５）定員  ５０名 

（６）利用費用 

 ・利用者負担金 原則１割の応能負担 

  ※満３歳になって初めての４月１日から小学校就学までの３年間は無償 

 ・その他 給食費、保育材料等の実費 

（７）営業日及びサービス提供時間 

   ・営業日及び営業時間 

月曜日から金曜日 ８：３０～１７：１５ 

     ※国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する日、及び 12月 29日から 

1月 3日を除く。 

   ・サービス提供時間 

８：３０～１７：００ 

（預かり保育を７：３０から１０：００まで、及び１５：００（水曜日は１４：００）から 
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１９：００まで実施） 

 （８）日課表 

時間 内容 時間 内容 

7：30～ ・預かり保育（～10：00）  

12：45 

・個別、集団保育 

・おやつ 

 

13：00 

・個別援助 

14：00 

・個別援助 

15：30 

・個別援助 

 (退園児) 

 

8：45 

 

・バス出発 

（話し合い、保育 

準備、清掃等）  

 

 

9：00 

・個別援助 

 

10：00 
・バス到着 

・身辺処理 

・排せつ 

・個別、集団保育 

 

15：00 

水 14：00 

 

・バス出発 

・預かり保育  

 

11：45 ・給食 

・歯磨き、排せつ等 

16：15 

水 15：15 

・バス帰園 

（会議、研修、保育準備、清掃等） 

～19：00 ・預かり保育 

 （９）主な年間行事 

実施時期 園行事 定例行事 

４月 
※入園式・※家庭訪問・※個別懇談 

新入園児健診 

○週間行事 

・診察 

 

○月間行事 

・避難訓練 

・身体計測 

・ハッピーデー 

 

○交流保育 

・保育園等との交流 

５月 定期健診・※個別懇談・※家族参観日 

６月 ※運動会 

７月 ※夏祭りごっこ 

９月 ※個別懇談 

１０月 定期健診・年長児お楽しみ会・※親子遠足 

１１月 ※参観日・※歯科検診・※親子のつどい 

１２月 クリスマス会 

２月 ※個別懇談・※歯科検診 

３月 ※卒園式・※修了式 

   ※印は、保護者参加行事 

 

 

 

２ 保育所等訪問支援事業 

（１）目的 

児童福祉法の規定に基づき、保育所等への訪問による療育を通して、発達の遅れや障がいのある

子どもたち(障がいの気づきの段階を含む)が、保育所等の集団生活に適応することができるよう、

適切かつ効果的な発達支援を行う。また、子どもや家族を取り巻く関係機関等と協力し、発達支援

と子育て支援の実現に向けて重層的に支援を行う。 

（２）方針 

子どもの成長及び保護者の願いや意向に基づく発達や子育ての支援を行うために、保護者や保

育所等の職員とともに、一人ひとりの発達状況や解決すべき課題等を明らかにし、段階を踏んだ具
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体的な目標と支援方法等を載せた「個別の支援計画」を作成する。そして、訪問による療育支援に

おいて取り組み、目標の実現を目指す。保護者に対しては、子どもの理解を深め、個々に合った子

育ての方法を知り、将来への見通しを持ちながら主体的に子育てを行っていけるように支える。ま

た、「個別の支援計画」に記載される医療や保健、教育、福祉等の各関係者との連携を図り、与え

られた事業所の役割を果たす。 

（３）内容 

①子どもに対する支援（集団生活適応のための支援） 

②訪問先の保育所等と保護者に対する支援（支援方法等の相談、助言） 

（４）対象 

    松山圏域に在住する保育所等訪問支援に係る通所給付決定を受けた子どもとその保護者 

 （５）利用費用 

①利用者負担金  原則１割の応能負担 

         ※満 3歳になって初めての 4月 1日から小学校就学までの 3年間は無償 

②その他     交通費等の実費（通常の事業の実施地域以外で支援を行う場合） 

（６）営業日及びサービス提供時間 

   ・営業日及び営業時間 

月曜日から金曜日 ８：３０～１７：１５ 

    ※国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する日、及び 12月 29日から 

1月 3日を除く。 

   ・サービス提供時間 

    ８：３０～１７：００ 

 

 

 

３ 障害児等療育支援事業 

 

（１）目的 

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき、発達の遅れや障

がいのある子ども(障がいの気づきの段階を含む)及び保護者に対して、相談や療育を通して、発達

支援や子育て支援を行う。また、子どもや家族を取り巻く関係機関等と協力、または求められる指

導をし、発達支援と子育て支援の実現を目指す。 

（２）内容 

    ・訪問による療育支援（巡回相談） 

相談を希望する子どもの家庭や保育所、幼稚園、小学校等を訪問し、相談や療育支援等を行

う。 

・外来による相談、支援（外来療育） 

子ども及び保護者に対して外来の方法により、相談や療育支援等を行う。 

・保育所や幼稚園、小学校等と連携・協力した相談、支援（施設支援） 

教育、福祉等の関係機関からの依頼により、療育に関する技術向上のための助言、及び発達

や発達障がい等に関する研修会等を行う。 

（３）対象    松山圏域に在住する子ども及び保護者、関係者 

（４）利用費用  松山市等の要綱により無料 
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Ｇ 親子通園・くれよん 

 

１ 児童発達支援事業「親子通園・くれよん」 

（１）目的 

     児童福祉法の規定に基づき、発達の遅れや凸凹、障がいのあるこどもが、健やかに育ち、将来

豊かな生活を送ることができるよう、親子での通園を通して、一人ひとりの特性を踏まえた発達

支援を行う。また、家庭内や地域での子育てがより一層円滑になるよう、ご家族への子育て支援

を行う。こどもや家族を取り巻く関係機関等と協力し、発達支援と子育て支援の充実に向けて取

り組む。 

（２）方針 

     児童発達支援ガイドラインに基づき事業を行い、以下のことを目指す。 

○親子に遊びや活動等を提供し、人との関わりや様々な経験等を通してこどもの自己肯定感が高

まり、生きる力が育つことを目指す。 

○保護者が、こどもの発達の状態等を把握し、こどもへの理解を深めて子育ての方法等を習得し、

将来への見通しを持ちながら主体的に子育てを行うことを目指す。 

○医療や保健、教育、福祉等の各関係者と連携を図り、こどもの育ちや子育てのより良い環境を

作ることを目指す。 

    〇インクルージョンを推進し、障がい等の有無に関わらず、共に過ごし、互いに学び合う経験を

持てる共生社会の実現を目指す。 

（３）内容 

    ○グループ援助や個別援助 

    ○食事の援助 

    〇移行支援 

    ○家族支援 

    ○保護者勉強会 

    ○関係機関連携 

（４）対象者 

     松山圏域に在住する児童発達支援に係る通所給付決定を受けた未就学児童とその保護者 

（５）利用定員 

     ３０名／１日 

（６）利用費用 

 ・利用者負担金 原則１割の応能負担 

  ※満３歳になって初めての４月１日から小学校就学までの３年間は無償 

 ・その他 給食費等の実費 

（７）営業日、及びサービス提供時間 

     月曜日から金曜日 ９：００～１７：００ 

※国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する日、及び 12月 29日から 1月

3日を除く。 

※行事や相談等の際は、この限りではない。 
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（８）日課表 

 9:30～11:00 11:00～12:00 13:00～16:00 16：00～ 

月 
グループ援助 

食事の援助(給食) 

清掃、準備 

個別援助 

家族支援 

関係機関連携 

清掃、準備 

記録、話し合い 

家族支援、関係機関連携 会議、研修 他 

火 
グループ援助 

食事の援助(給食) 

清掃、準備 

個別援助 

家族支援 

関係機関連携 

診察 

清掃、準備 

記録、話し合い 

家族支援、関係機関連携 会議、研修 他 

水 
グループ援助 

食事の援助(給食) 

清掃、準備 

個別援助 

家族支援 

関係機関連携 

清掃、準備 

記録、話し合い 

家族支援、関係機関連携 会議、研修 他 

木 
グループ援助 

食事の援助(給食) 

清掃、準備 

個別援助 

家族支援 

関係機関連携 

清掃、準備 

記録、話し合い 

家族支援、関係機関連携 

金 
グループ援助 

食事の援助(給食) 

清掃、準備 

個別援助 

家族支援 

関係機関連携 

清掃、準備 

記録、話し合い 

家族支援、関係機関連携 

（９）その他の事業 

愛媛県発達支援通園事業連絡協議会 

    ○目的 

      県内の障害児通所支援事業を行う各事業所が相互に連携し情報交換することによって、事業

の運営をより良いものとする。 

    ○内容 

      本協議会の会長及び事務局を務める。 

      連絡協議会を計画し開催する。 
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Ｈ 畑寺児童発達支援事業所 

 

１ 畑寺児童発達支援事業所 

（１）目的 

児童福祉法の規定に基づき、発達の遅れや障がいのある子どもたち(障がいの気づきの段階を

含む)が、健やかに育ち、将来豊かな生活を送ることができるよう、親子での通園を通して、一

人ひとりの特性を踏まえた発達支援を行う。また、家庭内や地域での子育てがより一層円滑にな

るよう、保護者への子育て支援を行う。子どもや家族を取り巻く関係機関等と協力し、発達支援

と子育て支援の実現に向けての支援を行う。 

（２）方針 

児童発達支援ガイドラインに基づき事業を行い、以下のことを目指す。 

     ○子どもの個性や自発性を大切にしながら、人との関わりや様々な経験等を通して生活する力を

育てる。 

○保護者と十分に話し合いを持ちながら、子どもへの理解を深めたり、関わり方を身につけたり

できるようにする。 

○子どもが生活する場において、のびのびと自己主張できるように関係機関との連携や共通理解

を図る。 

（３）内容 

   ①グループ援助や個別援助 

   ②診察、健康管理 

③摂食援助 

④巡回 

   ⑤相談 

   ⑥保護者勉強会 

（４）対象者 

     松山圏域に在住する児童発達支援に係る通所給付決定を受けた未就学児童とその保護者 

（５）利用定員 

     ２５名／１日 

 （６）利用費用 

①利用者負担金 原則１割の応能負担 

※満３歳になって初めての４月１日から小学校就学までの３年間は無償 

②その他  保育材料等の実費 

（７）営業日及びサービス提供時間 

     月曜日から金曜日 ９：００～１７：００ 

※国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する日、及び 12月 29日から 1月

3日を除く。 

     ※行事や相談の際はこの限りではない。 
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（８）日課表  

 

 

  

 
9:00～12:00 13:00～14:00 14:00～17:00 

月 
グループ援助 

個別援助 

摂食援助 

相談 

個別援助 

相談 

グループ援助 
個別援助 
相談 

火 グループ援助 
個別援助 

摂食援助 

相談 

個別援助 

相談 

グループ援助 
個別援助 
相談 

水 
グループ援助 

個別援助 

摂食援助 

相談 

個別援助 
相談 

グループ援助 
個別援助 
相談 

    診察・カンファレンス 

木 
グループ援助 

個別援助 

摂食援助 

相談 

個別援助 

相談 

グループ援助 

個別援助 
相談 

職員会 園内研修 等 

金 
グループ援助 

個別援助 

摂食援助 

相談 

個別援助 

相談 

グループ援助 

個別援助 

相談 
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Ｉ ひだまりクラブ 

 

１ 児童発達支援事業「ひだまりクラブ」 

（１）目的 

児童福祉法の規定に基づき、通所を通して、重症心身障がいのある子どもたちが、健やかに育

ち、将来豊かな生活を送ることができるよう、一人ひとりの特性を踏まえた発達支援を行う。ま

た、家庭内や地域での子育てがより一層円滑になるよう、保護者への子育て支援を行う。子ども

や家族を取り巻く関係機関等と協力し、発達支援と子育て支援の実現に向けての支援を行う。 

（２）方針 

子どもの成長及び保護者の願いや意向に基づく発達や子育ての支援を行うために、保護者とと

もに、一人ひとりの発達状況や解決すべき課題等を明らかにし、段階を踏んだ具体的な目標と支

援方法等を載せた「個別の支援計画」を作成する。 

また、保護者に対しては、親子での通所を通して、子どもの理解を深め、子どもとの関わり方を

習得し、将来への見通しを持ちながら主体的に子育てを行っていけるように支える。また、個別

の支援計画に記載される医療や保健、教育、福祉等の各関係者と連携を図り、与えられた事業所

の役割を果たす。 

（３）内容 

①集団保育 

②個別援助 

③医療的ケア、診察、健康管理 

④相談 

⑤摂食援助 

⑥単独通園 

⑦移行支援 

（４）対象者 

松山圏域に在住する児童発達支援に係る通所給付決定を受けた未就学の子ども（重症心身 

障がい児）とその保護者 

 （５）利用定員  ５名 

（６）利用費用 

    ・利用者負担金 原則１割の応能負担 

※満 3歳になって初めての 4月 1日から小学校就学までの 3年間は無償 

・その他 摂食援助材料費、保育材料等の実費 

（７）営業日及びサービス提供時間 

   ・営業日及び営業時間 

月曜日から金曜日 ８：３０～１７：１５ 

    ※国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する日、及び 12月 29日から 

1月 3日を除く。 

   ・サービス提供時間 

    ８：３０～１７：００ 
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（８）日課表 

時間 内  容 

９：１０   個別援助 

１０：１５   登園、健康チェック、身支度 

１０：３０   朝の集まり、集団保育 

１１：００   水分補給、休息 

１１：１０   集団保育 

１１：５０   摂食援助、歯磨き、休息 

１３：１０   集団保育、個別援助 

１３：３０   帰りの集まり、水分補給 

１４：００   降園 

 １４：１０～ 職員会議・研修等 

 

（９）主な年間行事 

実施時期 園行事 定例行事 

４月 入園式 
○月間行事 

・避難訓練 

・身体計測 

・ハッピーデー 

 

〇保健行事 

 ・定期健診（5月・10月） 

 ・歯科検診（11月・2月）  

５月 家族参観日 

６月 運動会 

７月 夏祭りごっこ 

１０月 年長児お楽しみ会・親子遠足 

１２月 クリスマス会 

３月 卒園式・修了式 

 ※利用児の体調等の状況により園外保育を年 2回程度実施する。 
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Ｊ ハーモニープラザ関係 

 

１ ハーモニープラザ管理運営事業 

 （１）目的 

児童の健全育成、高齢者の生きがいの高揚及びボランティア活動の促進を図り、もって市民福

祉の増進を図り、もって市民福祉の増進を図ることを目的とした複合施設としての役割をふま

え、効率的で適正かつ円滑な管理運営を行う。 

 

 

 

 

Ｋ 畑寺福祉センター関係 

 

１ 畑寺福祉センター管理運営事業 

 （１）目的 

児童の健全な育成や障がい者の自立及び社会参加を支援し、また市民福祉の増進を図ることを

目的とした複合施設としての役割を前提として、その機能を十分果たせるよう円滑な管理運営に

努める。 
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Ｌ こどもの相談室 ふらっと 関係 

 

１ 障がい児相談窓口運営事業 

 

（１）目的 

生活のしづらさのある本人（本児）や子どもの育てにくさがある家族に早期に関わり、切れ目

なく支援することが重要であることから、障がいの有無を問わず、発達について幅広な相談に対

応する。誰もが気軽に立ち寄れ、継続的に専門的な相談ができる環境を整備するなど、地域の社

会福祉の中核として先導的な役割を果たすことを目的とする。 

 

（２）方針 

発達に不安や遅れのある本人（本児）とその家族の意思及び人格を尊重し、常に本人（本児）

とその家族の立場に立ちながら、本人（本児）が住み慣れた地域で自分らしく日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、相談を受け必要な情報の提供及び助言や、その他の必要な支援に

つなげる。  

 

（３）内容 

①福祉サービスの利用等に関する相談（児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 6条の 2の 2第

7項に規定する障害児相談支援を除く。） 

②障がいや病状の理解に関する相談 

③健康・医療に関する相談 

④不安の解消・情緒安定に関する相談 

⑤保育・教育に関する相談 

⑥家族関係・人間関係に関する相談 

⑦社会参加・余暇活動に関する相談 

⑧権利擁護に関する相談 

⑨本人（本児）、家族と支援機関との繋ぎ 

⑩地域の相談支援体制の強化 

⑪子ども子育て支援機関との連携強化 

 

（４）対象 

    地域（松山市）に在住する本人（～１８歳）とその家族及び支援者等 

 

 （５）利用費用 無料 

 

 （６）営業日及び営業時間 

    月曜日から金曜日 ８：３０～１７：１５ 

    ※国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する日、及び 12月 29日から 1月

3日を除く。 

 

 

 

２ 特定相談支援事業 

 

（１）目的 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき、発達の遅れや

障がいのある子どもたち(障がいの気づきの段階を含む)とその保護者からの相談に応じ、抱える

課題の解決や適切な障害福祉サービスの利用に向けて、情報の提供及び助言を行い、併せて市町

及び障害福祉サービス事業者等との連絡調整その他便宜を総合的に支援する。 
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（２）方針 

発達の遅れや障がいのある子どもたちとその保護者の意思及び人格を尊重し、常に子どもと

その保護者の立場に立ちながら、子どもが自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、子どもとその保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、教育等のサービスが、総

合的かつ効率的に提供されるよう配慮して支援を行う。  

（３）内容 

①利用者等の日常生活全般に関する相談 

②地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供 

③サービス等利用計画の作成及び評価 

④訪問による継続的なモニタリング 

⑤前各号に附帯するその他必要な相談支援、助言等 

（４）対象 

    松山圏域に在住する障害福祉サービス事業を利用する子どもとその保護者 

 （５）利用費用 

①利用者負担金  利用者負担額なし 

②その他     交通費等の実費（通常の事業の実施地域以外で支援を行う場合） 

（６）営業日及びサービス提供時間 

   ・営業日及び営業時間 

月曜日から金曜日 ８：３０～１７：１５ 

    ※国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する日、及び 12月 29日から 

1月 3日を除く。 

   ・サービス提供時間 

    ８：３０～１７：００ 

 

 

 

３ 障害児相談支援事業 

（１）目的 

児童福祉法の規定に基づき、発達の遅れや障がいのある子どもたち(障がいの気づきの段階を

含む)とその保護者からの相談に応じ、抱える課題の解決や適切な障害児通所支援の利用に向け

て、情報の提供及び助言を行い、併せて市町及び障害児通所支援事業者等との連絡調整その他便

宜を総合的に支援する。 

（２）方針 

発達の遅れや障がいのある子どもたちとその保護者の意思及び人格を尊重し、常に子どもと

その保護者の立場に立ちながら、子どもが自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、子どもとその保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、教育等のサービスが、総

合的かつ効率的に提供されるよう配慮して支援を行う。  

（３）内容 

①利用者等の日常生活全般に関する相談 

②地域の障害児通所支援事業者等の情報提供 

③障害児支援利用計画の作成及び評価 

④訪問による継続的なモニタリング 

⑤前各号に附帯するその他必要な相談支援、助言等 

（４）対象 

    松山圏域内に在住する障害児通所支援事業を利用する子どもとその保護者 
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 （５）利用費用 

①利用者負担金  利用者負担額なし 

②その他     交通費等の実費（通常の事業の実施地域以外で支援を行う場合） 

（６）営業日及びサービス提供時間 

   ・営業日及び営業時間 

月曜日から金曜日 ８：３０～１７：１５ 

    ※国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する日、及び 12月 29日から 

1月 3日を除く。 

   ・サービス提供時間 

    ８：３０～１７：００ 

 


